
消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の 

特例に関する法律施行令（案）の概要 

１．特定適格消費者団体の認定の欠格事由に係る「消費者の利益の擁護に関する

法律」 

「消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関

する法律」（平成25年法律第96号。以下「法」という。）は、特定適格消費者団

体の認定（以下「特定認定」という。）に係る欠格事由の一つとして、適格消

費者団体及びその役員が、法、「消費者契約法その他消費者の利益の擁護に関

する法律で政令で定めるもの（…）に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の

執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過

しない」（第65条第６項第１号及び第３号イ）ことが設けられているところ、

この「消費者の利益の擁護に関する法律」として、次の４つの法律を定めるこ

ととする。 

① 弁護士法 

② 司法書士法 

③ 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法 

④ 債権管理回収業に関する特別措置法 

 

２．内閣総理大臣の権限のうち消費者庁長官に委任しない権限 

特定適格消費者団体に関する内閣総理大臣の権限のうち消費者庁長官に委

任しない権限として、特定認定、特定認定の有効期間の更新等を定めることと

する。 

 

３．その他 

(1) 施行期日 

この政令は、法の施行の日から施行することとする。 

(2) 他政令改正 

・ 特定適格消費者団体が被害回復関係業務として行う役務の提供を「特定

商取引に関する法律」の適用除外とするため、「特定商取引に関する法律

施行令」の一部改正を行うこととする。 

・ 法を「公益通報者保護法」の対象法律に盛り込むため、「公益通報者保

護法別表第八号の法律を定める政令」の一部改正を行うこととする。 
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消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続 

の特例に関する法律施行規則（案）の概要 

１．簡易確定手続申立団体による通知の方法及び通知事項等 

(1) 「消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に

関する法律」（平成25年法律第96号。以下「法」という。）第25条第１項の規

定に基づき、簡易確定手続開始決定がされたときに簡易確定手続申立団体

が知れている対象消費者に対し通知する方法として、電子メールを送信す

る方法を定めることとする。              （第２条関係） 

(2) (1)の通知の内容に関し法第25条第１項第７号の「内閣府令で定める事項」

として、消費者からの問合せを受けるための簡易確定手続申立団体の連絡

先及びこれに対応する時間帯などを定めることとする。  （第３条関係） 

 

２．相手方が情報開示する文書に記載される連絡先及び提供の方法 

(1) 法第28条第１項の規定に基づき、相手方が簡易確定手続申立団体の求め

により情報を開示することとなる文書のうち対象消費者の連絡先に関する

ものとして、電話番号、ファクシミリの番号及び電子メールアドレスを掲げ

ることとする。                    （第４条関係） 

(2) 法第28条第２項の「内閣府令で定める」電磁的方法による(1)の文書の提

供の方法として、ファクシミリ装置を用いて送信する方法による提供など

を定めることとする。                 （第５条関係） 

 

３．授権に先立つ説明の方法及びその内容 

(1) 法第32条（法第53条第８項において準用する場合を含む。）の規定に基づ

き、簡易確定手続申立団体が授権をしようとする者に対し説明する方法と

して、①授権をしようとする者と面談を行い、書面を交付して説明する方法、

②授権をしようとする者に対し交付した書面又はその者に提供した電磁的

記録に記録された事項が紙面又は映像面に表示されたものの閲覧を求めた

上で、電話により説明する方法、③説明会を開催し、書面を交付して説明す

る方法を原則としつつ、例外として、④授権をしようとする者の承諾がある

場合には、書面の交付又は電磁的記録の提供による方法のみで足りること

とし、一定の要件を満たす場合には、⑤授権をしようとする者に対し、説明

事項が掲載されている当該簡易確定手続申立団体のホームページの閲覧を

求める方法も認めることとする。    （第６条第１項及び第２項関係） 

(2) (1)の説明事項に関し法第32条第１項（法第53条第８項において準用する

場合を含む。）の「内閣府令で定める事項」として、１(2)の通知事項などを
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定めることとする。                  （第７条関係） 

 

４．業務規程の記載事項 

業務規程に定められていなければならない事項のうち、法第65条第５項（他

の規定において準用する場合を含む。）の「内閣府令で定める事項」として、

法第65条第５項後段に定める事項などを定めることとする。 （第８条関係） 

 

５．特定認定の申請書の記載事項、申請書の添付書類等 

(1) 特定認定等の申請書に記載する事項のうち法第66条第１項第３号（他の

規定において準用する場合を含む。）の「内閣府令で定める事項」として、

電話番号、ファクシミリの番号、電子メールアドレスなどを定めることとす

る。                         （第９条関係） 

(2) (1)の申請書の添付書類のうち法第66条第２項第６号ロの役員、職員及び

専門委員に関する「内閣府令で定める事項」として、役員、職員及び専門委

員の電話番号その他の連絡先を定めることとする。 （第10条第１項関係） 

(3) (1)の申請書の添付書類のうち法第66条第２項第11号の「内閣府令で定め

る書類」として、役員及び専門委員の住所又は居所を証する書類などを定め

ることとする。                 （第10条第２項関係） 

(4) 特定適格消費者団体の申請書及び添付書類の内容に変更が生じた場合に

おける届出書の記載事項として、名称及び住所並びに代表者の氏名などを

定めることとし、当該届出書の添付書類についても規定を置くこととする。 

（第14条関係） 

 

６．公告及び公示の方法等 

(1) 法第67条（他の規定において準用する場合を含む。以下同じ。）の規定に

基づく特定認定の申請があった場合の公告の方法として、法第67条に規定

する事項並びに同条の規定により公衆の縦覧に供すべき書類の縦覧の期間

及び場所について、消費者庁の掲示板への掲示、インターネットを利用して

公衆の閲覧に供する方法その他の方法により行うことを定めることとする。 

（第11条関係） 

(2) 法第68条第１項（他の規定において準用する場合を含む。以下同じ。）の

規定に基づく特定認定をしたときの公示の方法として、官報掲載によるこ

とを定めることとする。                （第12条関係） 

  ※ 特定適格消費者団体の合併の届出があったときの公示（法第71条第８

項）、特定適格消費者団体の事業の譲渡の届出があったときの公示（法第

72条第８項）、特定適格消費者団体が被害回復関係業務を廃止したことの
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届出があったときの公示（法第73条第２項）、特定認定の取消しをしたと

きの公示（法第86条第４項）及び手続を受け継ぐべき特定適格消費者団体

の指定をしたときの公示（法第87条第６項）の方法についても規定 

(3) 法第68条第２項の規定に基づき、特定認定を受けた特定適格消費者団体

が被害回復関係業務を行う事務所において特定適格消費者団体である旨を

掲示する方法として、特定適格消費者団体の名称及び「特定適格消費者団体」

の文字について、その事務所の入口又は受付の付近の見やすい場所にしな

ければならないことを定めることとする。       （第13条関係） 

 

７．他の特定適格消費者団体への通知及び報告の方法 

法第78条第１項に定める特定適格消費者団体による他の特定適格消費者団

体への通知の方法として書面によることを定めるとともに、同項に定める特

定適格消費者団体による内閣総理大臣への報告の方法として、訴状若しくは

申立書、判決書若しくは決定書、請求の放棄若しくは認諾、裁判上の和解又は

準備書面その他その内容を示す書面の写しを添付した書面によることを定め

ることとする。             （第15条第１項及び第２項関係） 

 

８．７の通知及び報告に係る電磁的方法を利用する措置 

  ７の通知及び報告に代わり電磁的方法を利用して同一の情報を閲覧するこ

とができる状態に置く措置として、電子掲示板等を定めることとする。 

（第16条関係） 

 

９．７の通知及び報告が必要な場合に関する規律 

(1) ７の通知及び報告が必要な場合に関し法第78条第１項第７号の「内閣府

令で定める手続に係る行為」として、請求の放棄などを定めることとする。 

（第17条関係） 

(2) ７の通知及び報告が必要な場合に関し法第78条第１項第12号の「内閣府

令で定める手続に係る行為」として、訴状（控訴状及び上告状を含む。）又

は簡易確定手続開始の申立ての補正命令若しくはこれに基づく補正又は却

下命令などを定めることとする。            （第18条関係） 

 

10．内閣総理大臣が報告を受けた場合の伝達の方法及び伝達事項 

法第78条第２項に定める内閣総理大臣が特定適格消費者団体から報告を受

けた場合における他の特定適格消費者団体に伝達する方法として、全ての特

定適格消費者団体及び消費者庁長官が電磁的方法を利用して同一の情報を閲

覧することができる状態に置く措置のほか、書面の写しの交付、磁気ディスク
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の交付、ファクシミリ装置を用いた送信その他の消費者庁長官が適当と認め

る方法を掲げることとともに、その伝達事項として、法第90条第１項の規定に

よる公表をした旨及びその年月日を定めることとする。 

（第19条及び第20条関係） 

 

11．相手方からの請求により特定適格消費者団体が明示すべき事項 

  法第81条の規定に基づき被害回復関係業務に従事する者が明示すべき事項

のうち同条の「内閣府令で定める事項」として、弁護士の資格その他の自己の

有する資格を定めることとする。            （第21条関係） 

 

12．内閣総理大臣による公表する情報 

(1) 法第90条第１項の規定に基づき内閣総理大臣が公表する事項のうち同項

の「内閣府令で定める事項」として、法第78条第１項の規定による報告をし

た特定適格消費者団体の連絡先を定めることとする。   （第22条関係） 

(2) 法第90条第２項の規定に基づき内閣総理大臣が公表する事項のうち「内

閣府令で定める必要な情報」として、法第68条第１項等の規定により公示し

た事項に係る情報などを定めることとする。       （第23条関係） 

 

13．(独)国民生活センター等による特定適格消費者団体への情報の提供 

(1) 法第91条第１項の規定に基づき特定適格消費者団体が(独)国民生活セン

ター及び地方公共団体に対して情報の提供を求める方法として、当該特定

適格消費者団体の名称及び住所並びに代表者の氏名などを記載した申請書

を提出しなければならないことを定めることとする。   （第24条関係） 

(2) (独)国民生活センター及び地方公共団体が(1)の求めにより提供する情

報として、(独)国民生活センターが提供する場合、地方公共団体が提供する

場合に応じ、所要の情報を定めることとする。      （第25条関係） 

 

14．施行期日 

この府令は、法の施行の日から施行することとする。
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